
第48号議案

令 和 7 年 3 月 11 日
新潟県教育委員会教育長

佐　野　　哲　郎

新潟県立学校管理運営に関する規則及び新潟県教育委員会組織規則の一部改正について

このことについて、別紙のとおり改正したいので議決を求める。



提 案 概 要 

 

 

１ 議案名 

 

 

新潟県立学校管理運営に関する規則及び新潟県教育委員会組織規則

の一部改正について 

 

 

２ 改正理由 

 

 

【新潟県立学校管理運営に関する規則】 

・ 県立幼稚園の閉園に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

【新潟県教育委員会組織規則】 

・ 高等学校教育課に「将来構想推進室」を設置することに伴い、

所要の改正を行うもの。 

・ 生徒指導課に「不登校対策班」を設置することに伴い、所要の

改正を行うもの 

・ 県立幼稚園の閉園に伴い、所要の改正を行うもの。 

・ 少年自然の家の指定管理者制度導入に伴い、所要の改正を行う

もの。 

 

３ 改正内容 

 

【新潟県立学校管理運営に関する規則】 

・ 県立幼稚園の管理運営に係る規定を削除する。 

 

【新潟県教育委員会組織規則】 

・ 将来構想推進室の設置 

高等学校教育課に置く室として「将来構想推進室」を加える。 

・ 不登校対策班の設置 

生徒指導課に置く班として「不登校対策班」を加える。 

・ 県立幼稚園の閉園 

義務教育課の県立幼稚園に係る分掌事務を削除する。 

・ 少年自然の家の指定管理者制度導入 

少年自然の家の組織及び事務分掌並びに職の設置に係る規定を

削除する。 

 

 

４ 施行日等 

 

 

令和７年４月１日 
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新潟県立学校管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月 日 

新潟県教育委員会 

   教育長  佐 野  哲 郎  

新潟県教育委員会規則第 号 

新潟県立学校管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

新潟県立学校管理運営に関する規則（昭和32年新潟県教育委員会規則第６号）の一部を次の表のように改正す

る。 

（下線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

（修業年限） 

第４条 県立学校の修業年限は、次のとおりとする。 

(1)～(4) （略） 

 

 

 

（修業年限） 

第４条 県立学校の修業年限は、次のとおりとする。 

(1)～(4) （略） 

(5)  幼稚園 

１年ないし３年 

 

 第６章 幼稚園 

 

 （休業日） 

第50条の２ 第８条の規定は、幼稚園に準用する。

この場合において、同条第３項中の「定時制の課

程」は､｢幼稚園」と読み替えるものとする。 

 

 （教育課程） 

第50条の３ 幼稚園は、幼稚園教育要領を基準とし

て、教育課程を編成するものとする。 

２ 幼稚園長（以下この章において「園長」という｡)

は、その年度において実施する教育課程について、

毎年４月30日までに、委員会に届け出なければな

らない。 

 

 （教材の取扱） 

第50条の４ 幼稚園は、適切と認められる教材を使

用し、教育内容の充実に努めるものとする。 

２ 前項に規定する教材の選定に当つては、保護者

の経済的負担について考慮しなければならない。 

３ 園長は、第１項に規定する教材を使用するとき

は、その使用開始の14日前までに、委員会に届け

出なければならない。 

 

 （入園、休園、復園及び修了証明） 

第50条の５ 園長は、幼児の入園、休園及び復園を

許可し、保育の修了を証明する。 

 

 （職員の編制） 

第50条の６ 幼稚園には、学校教育法第27条第１項

に規定する職員のほか、次のうち必要な職員を置

く。ただし、特別な事情があるときは、教頭を置

かないものとする。 

(1) 養護教諭 
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 (2) 助教諭 

(3) 養護助教諭 

(4) 講師 

(5) 事務職員 

(6) 用員 

２ 教頭については、委員会が別に定めるところに

より、副園長と称することができる。 

３ 幼稚園には、事務をつかさどる事務長（事務職

員に限る｡)を置くことができる。 

４ 第28条の２及び第28条の４の規定は、幼稚園に

準用する。 

 

 （高等学校の規定の準用） 

第50条の７ 第７条、第９条の２、第14条、第15条、

第17条、第23条第１項、第23条の２から第23条の

４、第25条第２項及び同条第３項、第27条、第29

条から第29条の３まで、第36条及び第40条の２か

ら第42条までの規定は、幼稚園に準用する。 

 

第６章 雑則 第７章 雑則 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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新潟県教育委員会組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月 日 

新潟県教育委員会 

   教育長  佐 野  哲 郎  

新潟県教育委員会規則第 号 

新潟県教育委員会組織規則の一部を改正する規則 

新潟県教育委員会組織規則（昭和36年新潟県教育委員会規則第４号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

（課等の設置） 

第７条 本庁に次の課、室、係及び班を置く。 

(1)～(4)（略） 

(5) 高等学校教育課 

審査調整・奨学金係 管理係 指導第１係 

指導第２係 将来構想推進室 

(6) 生徒指導課 

支援・相談班 不登校対策班 いじめ対策室 

(7)・(8)（略） 

 

（課等の設置） 

第７条 本庁に次の課、室、係及び班を置く。 

(1)～(4)（略） 

(5) 高等学校教育課 

審査調整・奨学金係 管理係 企画振興係  

指導第１係 指導第２係 

(6) 生徒指導課 

支援・相談班 いじめ対策室 

(7)・(8)（略） 

 

（分掌事務） 

第９条 前節に規定する課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

総務課～福利課 （略） 

義務教育課 

(1) 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校

並びに公立特別支援学校の教職員（県立学校の

事務職員、技術職員及び用員を除く｡)の定数の

決定、任命その他の人事に関する事項 

 

(2)～(5) (略） 

(6) 県立特別支援学校の募集生徒並びに通学区域

の設定及び変更に関する事項 

 

(7)～(14) (略） 

高等学校教育課～保健体育課 （略） 

（分掌事務） 

第９条 前節に規定する課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

総務課～福利課 （略） 

義務教育課 

(1) 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校 

、公立特別支援学校並びに県立幼稚園の教職員

（県立学校の事務職員、技術職員及び用員を除

く｡)の定数の決定、任命その他の人事に関する

事項 

(2)～(5) (略） 

(6) 県立特別支援学校及び県立幼稚園の募集生徒

（園児を含む｡)並びに県立特別支援学校の通学

区域の設定及び変更に関する事項 

(7)～(14) (略） 

高等学校教育課～保健体育課 （略） 

第５節 削除 

 

 

第17条の２ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 少年自然の家 

 

（組織及び分掌事務） 

第17条の２ 新潟県少年自然の家に次の課を置き、

その分掌事務は、次のとおりとする。 

庶務課 

(1) 職員の人事及び給与に関する事項 

(2) 公印及び文書に関する事項 

(3) 配当予算の経理に関する事項 

(4) 施設及び設備等の維持管理に関する事項 

(5) 所内の取締りに関する事項 

(6) 委託業務に関する事項 
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(7) 他課の所管に属しない事項 

指導課 

(1) 使用許可に関する事項 

(2) 使用団体の研修プログラムの調整に関する事 

 項 

(3) 使用団体に対する指導助言に関する事項 

(4) 資料の収集、利用に関する事項 

(5) 研修の計画、実施に関する事項 

(6) 関係機関、団体等の連絡提携に関する事項 

(7) 生活指導に関する事項 

(8) 広報及び統計に関する事項 

(9) 前各号のほか、青少年の健全育成に関する事 

  項 

 

（次長等） 

第27条 教育センター及び生涯学習推進センターに

次長を、図書館及び文書館に副館長を置く。 

 

２ （略） 

 

（次長等） 

第27条 教育センター、生涯学習推進センター及び

少年自然の家に次長を、図書館及び文書館に副館

長を置く。 

２ （略） 

 

（社会教育主事） 

第29条の２ 生涯学習推進センターに社会教育主事

を置く。 

２ （略） 

（社会教育主事） 

第29条の２ 生涯学習推進センター及び少年自然の

家に社会教育主事を置く。 

２ （略） 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


